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四
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献

塚
　
田
　

誠

之

王
士
性

・
黄
之
雋

の
著
作
の
分
析
を
中
心
に

明
末
清
初
の
広
西
に
お
け
る

　
　
　
　
　
チ

ュ
ア
ン

(壮
)
族

　
概
し
て
漢
籍
中

の
華
南

「少
数
民
族
」

に
関
す
る
史
料
は
、
量
的
に
は
諸
書

に
断
片
的
に
散
見
さ
れ
る
程
度
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
質
的
に
も
漢
族
統
治
階
層
の

現
実
的
関
心
に
基
く
と
こ
ろ
の
軍
事

・
行
政
関
係
の
情
報

(例
え
ば
少
数
民
族

の

「
反
乱
」
の
発
生
と
そ
れ
に
対
す
る
弾
圧
の
経
過
等
)
に
記
載
の
重
点
が
置

か
れ
、
し
か
も

一
種
の
自
民
族
中
心
主
義
に
陥
り
が
ち
で
あ
り
、
実
際
に
観
察

を
通
じ
て
同
時
代
に
お
け
る
諸
民
族
の
実
態
を
客
観
的

・
具
体
的
に
描
写
し
た

い
わ
ゆ
る
民
族
誌
と
し
て
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
非
常
に
少

な
い
。

　

そ
の
中
で
明
末
の
王
士
性
と
清
初
の
黄
之
雋

の
著
作
は
、　
(自
民
族
中
心
主

義
的
な
見
方
を
完
全
に
脱
却
し
得
た
と
は
い
え
な
い
も
の
の
)
当
時
の
広
西
の
少

数
民
族
に
関
し
て
、
と
り
わ
け
チ
ュ
ア
ン

(壮
、
N
げ
葛
⇒
σq
)
族

の
実
態
を
把
握

す
る
上
で
有
力
な
手
懸
り
と
な
る
記
事
を
比
較
的
多
く
含
み
、
そ
の
点
で
注
目

に
値
す
る
。
し
か
も
両
者
は
、
と
も
に

一
定
期
間
広
西

に
滞
在
し
た
経
験
を
持

ち

〔王
士
欝

万
暦
+
七
年

(
1
5
8
9
)

四
月
に
広
西
布
政
使
司
右
参
議
に
任

　
　
　
　
　
　
　
　
(2
)

ぜ
ら
れ
、
ま
た
黄
之
雋
は
康
煕
五
十
～
五
十
七
年

(
一ご

一
～

一ご
cO
)
の
間
、

広
西
巡
撫
陳
元
龍
の
幕
下

に
あ

っ
た
〕
実
際
の
見
聞
に
基
い
て
著
作
し
た
よ
う

に
考
え
ら
れ
、
そ
の
点
で
も
史
料
的
価
値
を

一
層
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
王
士
性
の

『広
志
繹
』
　
(
『
台
州
叢
書
』
に
所
収
)
と

《
桂
海
士
麹

》

(注
森

『輿
西
叢

』
巻
+
八
《
蛮
習
》
に
所
収
)
・
お
よ
び

黄
之
雋

の

『唐
堂
集
』
巻
十
七
雑
著

一
《
広
西
諸
蛮
志
》

・
《
土
官
志
》
と
で

あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
右
の
史
料
の
分
析
を
中
心
と
し
て

(他
の
若
干
の
史
料
を
も
参

一
、

序

言
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照
し
つ
つ
)
、
明
末
清
初
に
お
け
る

チ

ュ
ア
ン
族

(非
土
司
型
と
土
司
型
の
双

方
を
含
む
)
の
生
態
や
社
会

・
文
化

、
お
よ
び
漢
族
と
の
政
治

・
社
会
的
関
係

の
実
態
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

【
史
料
原
文
】

*
文
中
の

「狸
」
は
チ
ュ
ア
ン
族
を

、　

「猫
」
は
ヤ
オ
族
を
指
す
史
料
用
語
。

括
弧
内
は
塚
田
に
よ
る
補
足
。
な
お

、
行
論
の
都
合
上
、
記
事
の
も
と

の
配
列

を

(論
理
に
影
響
し
な
い
範
囲
で
)
変
え
て
あ
る
。

『
広
志
繹
』

　
①
広
右
異
干
中
州
、
而
柳

・
慶

・
思
三
府
又
独
異
。
蓋
通
省
如
桂

・
平

・
梧

・

　
　
薄

・
南
寧
等
処
、
皆
民
夷
雑
居

、
如
錯
碁
然
。
民
村
則
民
居
民
種
、
撞
村

　
　
則
撞
居
狸
耕
。
州
邑
郷
村
所
治
、
猶
半
民
也
。
右
江
三
府
、
則
純
乎
夷
。・

　

僅
城
市
所
居

者
民
耳
、
環
城
以
外
、
悉
皆
揺
狸
所
居
。
皆
依
山
傍
谷
、
山

　

衡
有
田
可
種

処
、
則
田
之
。
坦
途
大
陸
縦
沃
、
威
荒
棄
而
不
顧
。
然
狸
人

　

錐
以
征
撫
附
籍
、
而
不
能
自
至
官
輸
糧
、
則
寄
託
干
在
邑
之
民
、
猿
借
民

　

為
業
主
、
民
借
狸
為
佃
丁
、
若
中
州
誰
寄
者
然
。
毎
年
止
収
其
租
以
代
輸

　

之
官
、
以
半

蝕
入
於
己
。
故
民
無

一
畝
自
耕
之
田
、
皆
撞
種
也
。
民
既
不

　

敢
居
獲
之
村
、

則
自
不
敢
耕
狸
之
田
。
即
或

一
二
貴
富
豪
右
有
買
猿
田
者
、

　

止
買
其
券
而

令
入
租
耳
、
亦
不
知
其
田
在
何
処
也
。・

　
②
揺
撞
之
性
、
幸
其
恋
険
阻
、
傍
山
而
居
、
椅
沖
而
種
.
長
江
大
路
、
棄
而

　
　
与
人
。
故
民
夷
得
分
土
而
居
。
若
其
梢
楽
平
曝
、
則
広
右
無
民
久
　
。

　
③
広
右
山
倶
無
人
管
轄
、
臨
江
山
官
府
召
商
伐
之
、
村
内
山
商
旅
募
人
伐
之
、

　
　
皆
任
其
自
取
。
至
干
平
原
暖
野

、

一
望
数
十
里
不
種
穎
粒
。
猿
人
所
種
止

　
　
山
衡
、
水
田
十
之

一
二
耳
、
又
多
不
知
種
麦
粟
。

地
之
遺
利
可
惜
也
。一

　
④
自
韓
嚢
毅

(雍
)
之
征
藤
峡
、
王
文
成

(守
仁
)
之
設
九
司
、
嗣
後
大
挙
錐

　
　
無
、
小
醜
間
作
。
至
世
廟
末

、
劫
藩
司
、
殺
黎
大
参
極
　
。
題
乃
征
古
田
、

征
府

江
、
征
懐

(遠
)
、
征
八
塞
、
召
商
伐
木
、
江
河
道
路
始
通
。
前
者
、

　
各
揺
撞
往
来
江
辺
、
鈎
船
裁
路
、
殺
人
越
貨
。
即
郵
筒
、
非
集
兵
不
行
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ママ

　
惟

古
田

一
挙
、
大
快
積
憤
。
蓋
諸
猫

(狸
)
拠
険
、
初
不
虞
官
兵
之
遂
入

　
也
。

⑤
揺
猿
之
俗
、
祖
宗
有
仇
、
子
孫
至
九
世
、
猶
興
殺
伐
。
但
以
強
弱
為
起
滅
、

　
謂
之
打
冤
。
欲
怒
甲
而
不
正
害
甲
也
、
乃
移
禍
干
乙
、
而
令
乙
来
害
甲
、

　
謂
之
著
事
。
白
昼
掠
人
干
道
、
執
而
囚
之
、
必
索
重
賂
而
贈
乃
帰
、
謂
之

　
堕
禁
。
両
村
相
殺
、
命
驚
不
償
、
艶
者
以
頭
計
。
毎
頭
賠
百
両
、
或
幾
十

　
両
、
以
積
数
之
多
寡
為
貴
。
実
無
両
也
、
而
以
件
代
之
。
如
家

一
為

一
両
、

　
而

一
難

一
布
、
亦
為

一
両
也
。
撫
安
狸
老
為
其
和
畢
、
則
裁
刀
為
誓
、
始

　
不
報
冤
、
謂
之
賠
頭
。
諺
云
、
揺
殺
揺
、
不
動
朝
、
撞
殺
撞
、
不
告
状
。

⑥
広
東
用
広
西
之
木
、
広
西
用
広
東
之
塩
。
広
東
民
間
、
資
広
西
之
米
穀
東

　
下
。
広
西
兵
餉
、
則
借
助
干
広
東
。
広
東
人
性
巧
、
善
工
商
、
故
地
称
繁

　
麗
。
広
西
坐
食
而
已
。

⑦
土
州
民
既
納
国
税
、
又
加
納
本
州
賦
税
。
既
起
兵
調
戌
広
西
、
又
本
州
時

　
与
郡
封
戦
争
殺
獄
。
又
土
官
有
慶
賀
、
有
罪
贈
、
皆
灘
土
民
賠
之
。
梢
不

　
如
意
、
即
殺
而
没
其
家
。
又
刑
罰
不
以
理
法
、
但
随
意
而
行
。
故
土
民
之

　
苦
、
視
流
民
百
倍
、
多
有
逃
出
流
官
州
県
為
兵
者
。

⑧
右
江
土
兵
、
喜
子
見
調
。
調
土
兵
、
人
給
行
糧
、
倶
為
土
官
所
得
、
兵
自

　
斎
糧
以
往
。
且
献
名
倍
役
者
之
数
、
以
規
糧
給
。
即
歳
額
戌
守
之
兵
、
亦

　
残
衰
不
堪
用
。
然
国
家
立
法
初
意
、
第
欲
使
之
分
其
民
以
為
我
役
、
姑
以

　
戌
守
為
名
耳
。
左
江
兵
弱
、
更
不
堪
調
。

⑨
雲

・
貴
土
官
、
各
随
流
官
行
礼
、
稟
受
法
令
。
独
左

・
右
江
土
府
州
県
、

　
不
謁
上
司
、
惟
以
官
文
往
来
、
故
桀
驚
難
治
。
其
土
目
有
罪
、
種
自
行

　
殺
鐵
。

時
有
以
官
祖
母

・
官
母
護
印
者
。
其
族
類
、
文
移
亦
称
官
弟

・
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官
男
。

　
⑩
右
江
土
州
県
拠
険
、
法
厳
。
土
民
無
如
其
官
何
、
而
官
抗
国
法
。
左
江
土

　
　
州
県
、
官
畏
国
法
。
然
勢
弱
、
往
往
為
土
民
逐
駆
斌
逆
、
而
官
又
無
如
民

　
　
何
。
此
両
江
土
官
之
大
較
也
。

　
⑪
土
官
争
界

・
争
襲
、
無
日
不
尋
干
父
。
辺
人
無
故
死
干
鋒
鏑
者
、
何
可
以

　
　
数
計
也
。
春
秋

・
戦
国
時
事
当
是
如
此
、
若
非
郡
県
之
設
、
天
下
皆
此
光

　
　
景
耳
。

《
桂
海
志
続
》

　
⑫
狸
性
梢
馴
易
制
服
、
縁
近
民
、
為
城
中
人
佃
丁
也
。
猫
性
最
悪
難
馴
。

　
⑬
撞
俗
、
男
女
服
色
尚
青
、
蝋
点
花
斑
、
式
頗
華
。
但
領
袖
用
五
色
絨
線
、

　
　
繍
花
干
上
。

　
⑭
居
室
、
無
間
貧
富
、
倶
喜
架
楼
、
名
之
日
欄
。
上
人
下
畜
、
不
嫌
臭
穣
。

　
⑮
嬰
婦
回
父
母
家
、
与
揺
同
。
惟
耕
作

・
収
穫

・
四
時
節
令
、
方
至
夫
家
。

　
　
至
不
与
言
語
、
不
与
同
宿
、
寄
宿
干
鄭
家
之
婦
女
。

一
二
年
間
、
夫
治
欄

　
　
成
、
与
人
私
通
有
孕
、
方
帰
住
欄
。
大
都
脊
人
首
子
、
皆
他
人
所
生
。
故

　
　
奄
無
無
子
者
、
其
種
類
不
絶
、
以
是
也
。

《
広
西
諸
蛮
志
》

　
⑯
広
西
諸
郡
。
桂
林
之
霊
川

・
陽
朔
多
揺
猿
。
興
安
多
謡
。
永
寧

・
永
福
、

　
　
尤
深
阻
為
淵
藪
。
全
州

・
灌
陽
、
倶
有
揺
。
平
楽
之
蕩
浦
、
撞
居
十
五
、

　
　
揺
居
十
二
。
賀
県

・
永
安
、
皆
猫
猛
巣
穴
。
梧
州
之
北
流

・
寄
渓
有
揺
。

　
　
醤
林

.
懐
集
有
撞
。
薄
州
之
平
南
多
撞
。
貴
県
多
狼
。
南
寧
之
帰
徳
有
狼
。

　
　
柳
州
猫
獲
尤
多
。
慶
遠
有
揺
。
思
恩
有
狼
。
鯨
則
有
土
蛮
而
無
猫
撞
。

⑰
揺
撞
錐
獲
惇
、
然
畏
見
官
府
、
不
敢
親
詣
州
県
。
其
田
糧
軌
請
吏
民
之
猜

　

者
、
立
戸
代
之
輸
、
而
倍
償
其
数
、
謂
代
輸
者
為
田
主
、
而
代
輸
者
反
謂

　

有
田
者
為
佃
丁
。
伝
至
子
孫
、
忘
其
非
己
有
、
輯
索
租
於
揺
撞
。
猫
撞
日
、

　
「
我
田
也
、
爾
安
得
租
。
」

代
輸
者
執
其
州
県
所
給
糧
単

、
以
為
拠
日
、

　
「
我
田
也
、
爾
安
得
抗
租
。」

於
是
訟
不
解
、
官
亦
不
能
辮
為
誰
之
田
。
然

　
必
左
祖
民
、
而
抑
猫
猿
、
揺
猿
愈
不
服
。
響
者
、
揺
狸
固
為
害
。
今
久
治

　
平
、
文
武
大
吏
、
能
以
法
縄
之
、
梢
馴
良
　
。
与
民
往
来
、
或
為
婚
姻
。

　
故
其
俗
自
相
殺
、
不
敢
侵
百
姓
、
乃
以
争
田
租
故
、
或
相
賊
殺
、
則
民
使

　
然
也
。

⑬
撞
人
与
揺
亦
類
。
出
入
必
挾
弓
矢
、
錐
睡
砒
怨
、
必
相
撃
殺
。
被
殺
者
之

　
子
、
或
幼
未
能
報
、
則
植
樹
於
庭
、
以
識
之
。
既
与
樹
倶
長
、
則
日
是
可

　
以
報
　
。
即
属
刃
往
殺
仇
者
。
仇
者
被
殺
、
則
其
家
亦
然
。

⑲
撞
婦
善
為
塁
。
或
客
於
猿
、
与
婦
私
者
。
欲
別
則
約
之
復
来
、
視
期
之
遠

　
近
、
以
下
盤
。
謂
之
定
年
薬
。
過
期
則
薬
発
而
死
、
如
期
至
則
婦
以
薬
解

　
之
。
当
其
下
盤
時
、
人
不
覚
也
、
故
中
人
多
死
。
有
覚
之
者

、
為
女
字
坐
、

　
則
塁
不
霊
。
塁
有
鬼
、
日
薬
鬼
。
薬
鬼
有
時
去
此
家
、
附
彼
家
。
故
猛
婦

　
謹
事
之
、
必
使
其
盤
世
伝
不
絶
以
為
神
。
且
能
致
富
、
其
盤
日
金
翻
盛
、

　
移
至
他
家
、
日
嫁
金
翼
。

⑳
人
馴
撞
俗
淫
、
然
我
朝
有
某
貞
婦
者
。
年
少
夫
死
、
閉
門
事
姑
維
謹
。
狸

　
少
年
過
其
門
、
為
竹
枝
歌
、
以
挑
之
。
婦
聞
而
芙
日
、

「
若
謂
我
不
能
死

　
乎
。
我
以
姑
老
耳
。
若
復
至
者
、
我
棄
姑
入
泉
下
　
8
　

璽
少
年
歎
息
去
、

　
相
戒
勿
復
犯
。
卒
以
寿
終
。
王
化
無
退
遽
、
人
物
不
択
地
。
吾
於
猿
貞
婦

　
益
信
。

⑳
女
子
衣
短
至
腰
、
裾
長
及
地
。
皆
織
五
采
絨
線
於
青
布
、
若
錦
繍
。
裾
尤

　
刺
絵
極
工
、
用
七
八
幅
、
嚢
積
至
百
鯨

。
康
煕
五
十
三
年
元
夕
、
予
在
陳

　
公

(元
龍
)
幕
府
。
有
飾
童
子
、
為
猿
女
踏
歌
者
。
其
衣
裾
倶
購
之
猫
女
、

　
其
牧
亦
預
習
諸
狸
女
。
髪
向
前
横
杭
為
飾
、
耳
環
甚
大
、
露
頸
跣
足
、
人

　
皆
日
肖
也
。
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㊨
俗
亦
尚
歌
、
以
歌
為
媒
。
男
書
歌
於
扇
、
以
贈
女
。
女
織
歌
於
悦
、
以
贈

　
　
男
。
亦
尚
舞
、
以
被
覆
首
而
舞

、
日
桃
葉
舞
。

　
⑭
狼
人
。
語
言
与
猿
同
。
梢
勤
、
其
兵
最
強
。　

(中
略
)
其
俗
、
幼
習
歌
、

　
　
男
女
皆
侮
歌
、
以
自
配
。
女
及
笄
、
父
母
縦
之
山
野
間
。
少
年
従
者
且
数

　
　
十
、
以
次
而
歌
、
視
女
答
歌
之
意
、
為
去
留
。

一
人
留
、
則
衆
皆
散
。
男

　
　
鋳
歌
詞
於
溶
木
措
、
細
字
若
蝿
。
間
以
金
彩
花
鳥
、
沐
以
漆
、
而
贈
女
。

　
　
女
則
繍
嚢
錦
帯
、
以
答
男
、
遂
為
夫
婦
。

《
土
官
志
》

　
⑭
広
西
土
司
、
府
二

・
州
三
十

・
県
四
。
其
長
皆
土
官
。
府
之
同
知

・
州
之

　
　
吏
目

・
県
之
典
吏
、
則
皆
部
選

、
日
流
官
。
賦
税

・
訟
獄

・
徴
発

・
期
会
、

　
　
皆
決
於
土
官
、
而
流
官
不
与
焉

。
其
長
皆
襲
。
自
元
明
迄
今
、
遠
者
垂
四

　
　
百
年
、
近
亦
二
三
百
年
、
若
古
諸
侯
之
国
。

　
⑳
嫡
長
子
生
、
則
具
文
書
報
、
制
府
以
達
於
部
。
父
死
則
襲
、
仲
叔
庶
長
不

　
　
得
争
。

　
⑳
其
土
官
襲
而
幼
、
則
其
母
若
祖

母
、
摂
纂
視
事
、
日
官
祖
母
某
氏

・
官
母

　
　
某
氏
、
見
於
往
来
上
下
文
移
。
有
公
事
、
則
某
氏
出
会
議
。
或
修
怨
、
領

　
　
兵
相
攻
、
亦
某
氏
親
往
、
不
以
婦
人
自
嫌
。
官
壮
者
、
其
妻
亦
時
命
設
両

　
　
公
座
於
堂
、
出
与
其
夫
同
視
事
。
或
帥
女
隊
、
戎
服
跨
馬
出
狸
。
夜
則
屯

　
　
山
野
中
、
旬
日
半
月
始
返
。

　
⑳
蓋
其

(土
官
)
盤
鋸
久
遠
、
種
族
甚
盛
、
威
勇
臭
桿
、
素
足
以
圧
服
、
其

　
　
衆
而
甘
為
之
下
、
是
故
長
其
土

、
土
人
事
之
若
国
君
、
生
殺
唯
命
。
錐
易

　
　
土
為
流
、
勢
有
所
不
能
也
。

　

⑳
近
時
、
江
西

・
湖
広
蟹
漸
紹
興
之
薄
有
技
而
不
遇
者
、
避
罪
亡
命
者
、
皆

　
　
(二
)
村
落
の
立
地
条
件
と
生
業
様
式

　
村
落
の
立
地
条
件
に
つ
い
て
②
に
よ
る
と
、
ヤ
オ
族
や
チ
ュ
ア
ン
族
は

「険

阻
を
好
み
」
11
専
ら
山
間
部
に
居
住
し
、

「沖
」
"
山
間
の
小
規
模
な
平
坦
地

で
耕
作
を
行

っ
て
お
り
、
沿
河
の
平
野
部
に
は
進
出
し
て
い
な
か

っ
た
。
こ
の

た
め
総
じ
て
ヤ
オ
族

゜
葱

ア
ン
族
は
山
地
に
・
塵

は
平
地
に
・
と
い
う
居
住

形
態
上
の
棲
み
分
け

(
「分
土
而
居
」
)
の
現
象
が
生
じ
て
い
た
、
と
い
う
。

　
但
し
、
注
意
し
た
い
の
は
広
西
の
中
で
も
地
域
的
変
差
が
見
ら
れ
、
ま
た
地

域
に
よ

っ
て
は
さ
ら
に
そ
れ
に
時
間
的
変
化
が
発
生
し
つ
つ
あ

っ
た
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
①
に
よ
る
と
、　
「
右
江
三
府
」
懸
柳
州

・
慶
遠

・
思
恩
府
で
は
漢
族

は
府
県
城
内
に
居
住
す
る
の
み
で
、
城
外
、
と
り
わ
け

山
間
部

(山
隣
の
谷
底
平

野
を
含
む
)
は
ヤ
ォ
族

・
チ
ュ
ア
ン
族

の
居
住
地
と
な

っ
て
お
り

(
「皆
依
山
傍

　

(
一
)
分
布
地
域

　
ま
ず
、
史
料
①
に
よ
る
と
、
チ
ュ
ア
ン
族
は
桂
林

・
平
楽

・
梧
州

.
渇
州

.

南
寧

・
柳
州

・
慶
遠

・
思
恩
の
各
府
、
つ
ま
り
当
時
の
広
西
の
直
轄
地
の
全
域

に
わ
た
っ
て
分
布
し
て
い
た
。
更
に
⑯
に
よ
る
と
、
そ
の
中
で
も
桂
林
府
の
霊
川

.

陽
朔

・
永
福
県

・
永
寧
州

、
平
楽
府
の
蕩
浦

・
永
安

.
賀
県
、
梧
州
府

の
懐

集
県
、
響
林
州
、
瀞
州
府
の
平
南
県
、
柳
州
府
等
に
特
に
多
く
居
住
し
て
い
た
、

と

い
う
。

二
、

非

土

司

型

チ

ュ

ア

ン

族

⑳
其
所
居
日
高
欄
、
亦
日
麻
欄
。
架
木
為
之
、
両
層
如
楼
。
上
以
棲
人
、
下

棲
畜
。
嘔

入
土
司
中
。
土
司
輻
留
授
厘
舎
、
妻
以
土
女
。
視
其
技
之
短
長
、
而
上
下

-
其
庫
舗
焉
。
於
是
皆
端
智
揮
能
、
各
献
其
所
長
、
而
文
史

・
琴
棋

・
医
卜

・

種
芸

・
買
販

・
工
匠
之
属
畢
至
、
苑
然
文
物
盛
　
。
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(
三
)
漢
族
と
の
関
係

(
イ
)
統
治
権
力
と
の
関
係

　
明
代
中
期
か
ら
末
期
、
万
暦
前
半
期

に
か
け
て
広
西
の
各
地
で
チ
ュ
ア
ン
族

の
武
装
蜂
起
が
発
生
し
た
。
た
と
え
ば
④
に
は
、
韓
雍

に
よ
る
大
藤
峡
ヤ
オ
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(8
)

の
、
王
守
仁
に
よ
る
思
恩

・
田
州
土

司
の
弾
圧
の
外
、
古
田
県
の
チ

ュ
ア
ン
族

や
府
江

・
懐
遠
県

・
八
塞

の
チ

ュ
ア
ン
族
と
ヤ
オ
族
の
蜂
起
が
指
摘
さ
れ
て
い

(9
)

る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
蜂
起
は

『広
志
繹
」
が
著
さ
れ
た
万
暦
二
十
五
年
迄
に
,

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(5
)

谷
」
)
、
そ
し
て
平
野
部
は
荒
地
と
化
し
て
い
た
。
他
方
、
桂
林

・
平
楽

・
梧

州

・
薄
州

・
南
寧
府
で
は
、
府
県
城
内

な
ど
を
除
く
郷
村
地
帯
で
は

「入
り
混
じ

っ
た
碁
石
の
よ
う
に
」
チ
ュ
ア
ン
族

の
村
落
と
漢
族
の
村
落
と
が
錯
綜
し
た
状

態
で
立
地
し
て
い
た
。
先
の
②
の
記
事
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
桂
林
府
等
の
地

域
で
は
、
か

つ
て
は
山
棲
み
で
あ

っ
た
チ

ュ
ア
ン
族
が
次
第
に
平
地
に
進
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(6
)

つ
つ
あ

っ
た
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
右
の
①
の
記
事
で
は

「
民
夷
雑
居
」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

「民
村
」
と

「狸
村
」
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
漢
族
と
チ

ュ
ア
ン
族
と
が
同

一
村
落
に
共
住

す
る
に
は
至

っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
清
代
に
入
る
と
⑰
に

見
え
る
よ
う
に
、
漢
族
と
チ

ュ
ア
ン
族
と
が
互
い
に

「往
来
」
し
通
婚
を
行
う

よ
う
に
な
り
、
両
者
が
同

一
村
落
に
共
住
し
始
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
も
想
像

せ
し
め
る
。

　

次
に
、
生
業
様
式
に
つ
い
て
、
①
②
か
ら
チ

ュ
ア
ン
族
は
山
間
部
の
僅
か
な

平
坦
地
で
農
耕
生
活
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

③
に
よ
る
と
水
田
付

一
、
二
割
程
度

に
過
ぎ
ず

(恐
ら
く
は
旱
田
が
耕
地
の
多

数
を
占
め
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
)
、
ま
た
麦

・
粟
の
栽
培
が
見
ら
れ
な

　
　
　
　
　
　

(7
)

か

っ
た
、
と

い
う
。

は
統
治
権
力
に
よ
り
ほ
ぼ
弾
圧
さ
れ
、
そ
し
て
チ
ュ
ア
ン
族
は

「籍
に
附
せ
ら

璽

゜

「糧
を
輸
す
」

(①
)
よ
う
に
な

っ
た
・
チ

ュ
ア
ン
族
は
既
に
そ
の
頃

か
ら

「
(ヤ
オ
族
と
比
較
す
る
と
)

性
は
梢
や
馴
に
し
て
制
服
し
易

い
」　

(⑫
)

と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
清
代
に
入
る
と

「治
平
久
し
く
」
ま
す
ま
す

「
馴
良
」

と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

(⑰
)
。

　

但
し
、
注
意
し
た
い
の
は
チ
ュ
ア
ン
族
が

「祖
宗
に
仇
有
ら
ば
、
子
孫
は
九
世

に
至
り
て
猶
お
殺
伐
を
興
す
」　
(⑤
)
、
「出
入
す
る
に
必
ず
弓
矢
を
挾
み
、
睡

砒
の
怨
み
と
錐
も
必
ず
相
い
撃
殺
す
」　
(⑱
)
と
表
現
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
恐
ら
く
漢
族
と
本
格
的
に
接
触
す
る
以
前
か
ら
自
衛
の
必
要
上
生
じ
た

習
俗
で
あ
る
と
と
も
に
、
蜂
起
の
余
儘
が
根
強
く
残
存
し
て
い
た
た
め
で
も
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
明
末
清
初
に
お
い
て
チ

ュ
ア
ン
族
は
統
治
権
力
に
よ

っ
て
弾
圧

さ
れ
た
後
、
編
籍
さ
れ
始
め
総
じ
て

「馴
良
」
と
云
わ
れ
な
が
ら
も
、
な
お
も

個
別
的
に
は

一
定
の
武
装
力
を
保
持
す
る
も
の
が
少
な
く
な
か

っ
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
背
景
と
し
て
蜂
起
の
余
儘
の
残
存
が
窺
わ
れ
る
。

(
ロ
)
地
主
と

の
関
係

　

チ

ュ
ア
ン
族
は
統
治
権
力

に
よ
る
弾
圧
を
経
て
編
籍
さ
れ
た
が
、
し
か
し
官

側
と
の
接
触
を
畏
怖
す
る
が
た
め
に

(⑰
)
、

自
ら
官
府
に
赴
き
税
糧
を
納
入

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
田
土
を
最
寄
り
の
漢
族
に
寄
託
し
、
名
義
上

そ
の

「佃
丁
」
と
な
り
、
漢
族
地
主

(
「業
主
」
)
を
媒
介
と
し
て
税
糧
を
納

入
す
る
よ
う
に
な

っ
た

(
①
。
な
お
、
⑰
で
は

「吏

・
民
の
猜
な
る
者
」
が
税

糧
納
入
を
請
け
負
い
、
そ
れ
を
契
機
に

「
田
主
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

数
世
代
を
経
た
後
に
は
、
元
来
自
分
の
土
地
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
忘
れ
、
チ

ュ
ア
ン
族
に
対
し
て
納
租
を
要
求
し
た
)
。　
と
こ
ろ
が
漢
族
地
主
は
チ
ュ
ア
ン

族
が
税
糧
と
し
て
納
入
す
る
額

の
半
鯨
を
も
横
領
し
た
、
と
い
う

(
①
)
。　

つ

ま
り
地
主
は
、
も
と
の
チ

ュ
ア
ン
族
の
田
土
に
課
さ
れ
て
い
た
税
糧

の
二
倍
も

の
額
を

「租
」
と
し
て
チ

ュ
ア
ン
族
に
要
求
し
た
の
で
あ
る

(⑰
)
。　
こ
う
し
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て
地
主
は
チ

ュ
ア
ン
族
の
田
土
を
集
積
し
、
そ
れ
ら
の
田
土
を
専
ら

「
佃
丁
」
H

チ
ュ
ア
ン
族

に
耕
作

さ
せ
、
自
ら
は
不
在
地
主
化
し
て
行

っ
た

(①
。
な
お
、

⑫
に
チ

ュ
ア
ン
族
が

「城
中
の
人
の
佃
丁
と
為
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
地
主
は
府
県
城
内
に
居
住
す
る
よ
う
に
な

っ
た
)
。

チ

ュ
ア
ン
族
の
田
土
を
典
買
し
た
地
主
の
中
に
は
、
実
際
に
は
そ
の
田
土
の
所

在
さ
え
知
ら
な
い
者
さ
え
出
現
し
た
、
と
い
う

(①
)
。
か
く
て
チ

ュ
ア
ン
族

の
田
土
は
次
第
に
そ
の
弱
点
を
利
用
し
た

「猜
な
る
」
漢
族
に
横
領
さ
れ
て
行

き
、
両
者
の
間
に
土
地
を
め
ぐ
る
争

い
が
発
生
し
た
際
に
も
統
治
権
力
は
概
ね

漢
族
の
側

に
有
利
な
裁
定
を
下
し
、
チ

ュ
ア
ン
族
の
佃
農
化
が

一
層
進
行
す
る

こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
(⑰
)
。

　

と
こ
ろ
で
①
に

「
狸
村
は
狸
居
り

て
撞
耕
す
」

・

「民
は
既
に
敢
え
て
狸

の

村
に
居
ら
ず
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
チ

ュ
ア
ン
族
は
佃
農

化
す
る
方
向

へ
向
か
い
つ
つ
あ

っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
村
落
は

(
そ
し
て
恐
ら

く
は
村
落
内
部

の
独
自
の
社
会
体
制

も
)
依
然
解
体
さ
れ
ず
に
維
持
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
い
え
ば
、
少
な
く
と
も
明
末
清
初

の
段
階
で
は
地
主
に
個
別
的
に
、
そ
し
て
つ
よ
く
隷
属
す
る
よ
う
な
佃
農
の
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(11
)

を
チ

ュ
ア
ン
族
の
も
と
に
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

(
ハ
)
外
省
商
人
と
の
関
係

　

明
末
以
降
、
商
人
、
と
り
わ
け
広
東
商
人
の
広
西

へ
の
進
出
が
開
始
さ
れ
た
。

例
え
ば
⑥
で
は
、
広
西
か
ら
広
東

へ
木
材

・
穀
米
が
、
広
東
か
ら
広
西

へ
塩
が

運
ば
れ
て
お
り
、
広
東
商
人
が
そ
れ
に
関
わ

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
広
東
商
人
と
チ

ュ
ア
ン
族
と

の
関
係
に
つ
い
て
⑲
に
興
味
深
い
記
事
が

見
ら
れ
る

(
こ
れ
と
類
似
の
内
容
を
持

つ
記
事
が
屈
大
均

『広
東
新
語
』
巻
二

五
虫
語
《
塁
》
に
見
出
さ
れ
、
従

っ
て
そ
の
検
討
に
際
し
て
は
両
書
を
対
照
す

る
必
要
が
あ
る
。
⑲
に
よ
る
と
、
チ

ュ
ア
ン
族
の
婦
人
は

「塁
」
術

(毒
性
を

持

つ
虫

・
小
動
物

・
植
物
等
を
使
用
し
て
の

一
種
の
呪
咀
行
為
)
を
行
う
。
そ

し
て

「客
」
が
チ
ュ
ア
ン
族
の
居
住
地
に
来
て
こ
の
婦
人
と

「私
」
す
る
状
況

が
見
ら
れ
た
と
い
う
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

『
広
東
新
語
』
を
見
る
と
、

「
客
」

と
は
具
体
的
に
は

「容
東
之
枯
客
」
11
広
東
商
人
で
あ
り
、

「
私
」
と
は
広
東

商
人
が
チ

ュ
ア
ン
族
の
婦
人
の
も
と

へ
婿
入
り
す
る
行
為
を
示
す
こ
と
が
判
る
。

な
お
、
⑲
の
続
文
で
は
、
か
の
商
人
が
婦
人
と

「
別
」
れ

(広
東
に
帰
郷
し
)

よ
う
と
欲
す
れ
ば
、
婦
人
は
商
人
が
再
び
自
分
の
も
と
に
戻

っ
て
く
る
よ
う
に

期
限
を
定
め
て

「
塁
を
下
し
た
」
と
い
う

(期
限
通
り
に
帰
ら
ね
ば

「塁
」
が

腹
中
で
再
生
し
て
商
人
を
殺
す
こ
と
と
な
る
)
。
以
下
、

「塁
」
が
霊
魂
を
も

つ
こ
と
や

「
塁
」
を
抜
う
方
法
、
そ
れ
が
チ

ュ
ア
ン
族
女
性
に
代
々
継
承
さ
れ

て
い
た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
記
事
よ
り
清
初
、
広
東
商
人
、
そ
れ
も
恐
ら
く
は
行
商
人

が
商
品
の
販
売
や
販
路
の
拡
大
を
目
的
と
し
て
、
チ
ュ
ア
ン
族
婦
人
の
も
と

へ

婿
入
り
す
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
商

業
形
態
か
ら
す
れ
ば
、
広
東
商
人
を
主
要
な
担
い
手
と
す
る
チ
ュ
ア
ン
族
の
居

住
地
へ
の
商
品
経
済
の
浸
透
は
ま
だ
本
格
化
し
て
い
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。

(
二
)
漢
族
と
の
通
婚

　
先
の
記
事
は
漢
族
が
チ
ュ
ア
ン
族
の
も
と
に
婿
入
り
す
る
形
態
で
あ

っ
た
が
、

⑳
に
よ
る
と
チ
ュ
ア
ン
族
女
性
が
漢
族
の
も
と

へ
嫁
出
す
る
場
合
も
見
ら
れ
た
。

　
す
な
わ
ち
、
漢
族
男
性

の
も
と

へ
嫁
入
り
し
た
チ
ュ
ア
ン
族
女
性
は
、
夫

の

死
後
も
夫
方
に
留
ま
り
、
姑
に
孝
養
を
尽
く
す
日
々
を
過
ご
し
た
。
或
る
時
、

チ

ュ
ア
ン
族
の
青
年
た
ち
が

「竹
枝
歌
」　
(情
歌
)
を
贈
り
求
婚
し
た
が
、
彼

女
は
こ
れ
を
拒
絶
し
て
寡
婦
の
ま
ま

一
生
を
終
え
、
か
く
て

「貞
婦
」
と
し
て

統
治
権
力
に
よ

っ
て
特
に
施
表
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
よ
り
先
の
記
事
と
と
も
に
清
初
、
チ
ュ
ア
ン
族
と
漢
族
と
の
間
に
、
特

に
チ
ュ
ア
ン
族
女
性
と
漢
族
男
性
と
の
配
偶
を
中
心
と
す
る
通
婚
が
行
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

(さ
ら
に
チ

ュ
ア
ン
族
の
青
年
た
ち
の
行
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(四
)
社
会
体
制

　
明
末

の
チ

ュ
ア
ン
族
の
社
会
体
制

に

つ
い
て
は
⑤
の
記
事
が
有
力
な
手
懸
と

な
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
チ

ュ
ア
ン
族
の
村
落
相
互
の
間
で
紛
争
が
起
こ
り
死

者
が
出
た
際

に
は
、
死
者
の
数
を

「
頭
」
を
単
位
と
し
て
数
え

「頭
」
ご
と
に

数
十
～
百

「
両
」
を
賠
償
さ
せ
た

(
こ
の
場
合

「両
」
と
は
、
銀
で
は
な
く
豚

・

鶏

・
布
等
の
物
で
あ
り
、
豚

一
匹

・
鶏

一
羽

・
布

一
疋
が
各
々

一
「両

一
に
相

当
し
想
)
が
ど

の
時
に
双
方
の
村
落
の

蕪

安
撞
老
」
が
そ
の
調
停
を
行
い

「戴
刀
」
し
て
誓
約
を
結
び
、
か
く
て
そ
の
紛
争
が
落
着
し
た
、
と
い
う
。

　

こ
の
記
事
よ
り
、
チ

ュ
ア
ン
族
の
村
落
に

「撞
老
」
を
統
率
者

(特
に
紛
争

の
調
停
者
と
し
て
の
機
能
が
大
き

い
)
と
す
る
独
自
の
社
会
体
制
が
形
成
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
状
況
は

「
ヤ
オ
や
チ

ュ
ア

ン
同
士
が
殺
し
合

っ
て
も
官
に
訴
え
な
い

(
つ
ま
り
村
落
内
部
で
処
理
さ
れ
る
)」

と
い
う
俗
諺
が
流
布
す
る
ほ
ど
当
時
広
範
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
こ
で

「撞
老
」
が

「撫
安
狸
老
」
と
称
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。　
「
撫
安
」
と
は

、
恐
ら
く
は
統
治
権
力
の
征
撫
を
受
け
て

編
籍
さ
れ
た
チ

ュ
ア
ン
族
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
編
籍
さ
れ
た
後
も
暫
く
は

「撞
老
」
を
統
率
者
と
す
る
チ

ュ
ア
ン
族

の
村

落
内
社
会
体
制
が
解
体
さ
れ
な
い
ま
ま
中
華
帝
国
の
統
治
機
構
の
末
端
に
位
置

付
け
ら
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

動
か
ら
想
像
す
れ
ば

「貞
婦
」
の
住
む
村
落
と
青
年
た
ち
の
住
む
村
落
と
は
同

一
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
接
近
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
チ

ュ
ア
ン
族
と
漢
族

の
村
落
が
錯
綜
し
て
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
)
が
、
と

は
い
え
、
こ
の
段
階
で
は
そ
れ
は
鳳ま
だ

一
般
化
し
て
い
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
更
め
て
ふ
れ
る
こ
と
と
し
、
次
に
は
チ

ュ
ア

ン
族
の
社
会
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
当
時
の
チ

ュ
ア
ン
族

の
親
族
組
織
に
つ
い
て
は
不
明
な
部
分
が

多
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
⑱
を
見
る
と
、
チ

ュ
ア
ン
族
の
男
性
は
弓
矢
で
武

装
し
て
お
り
、
怨
恨
を
残
す
よ
う
な
事
件
が
発
生
し
た
際
に
は
互
い
に
武
闘
し

た
。
し
か
も
そ
れ
は
当
事
者
の
間
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
子
孫
の
世
代
に
ま
で
及

ん
だ
。
被
害
者

の
男
児
が
幼
少
で
仇
を
報
ず
る
能
力
が
な
い
場
合
に
は
庭
に
樹

木
を
植
え
て
怨
み
を
不
断
に
記
憶
し
、
や
が
て
樹
木
と
と
も
に
成
長
し
た
後
に

加
害
者
を
殺
し
仇
を
報
じ
た
。
さ
ら
に
仇
と
し
て
殺
さ
れ
た
者
の
子
も
同
様
に

復
讐
を
行

っ
た
。
こ
う
し
て
何
世
代
に
も
わ
た

っ
て
報
復
闘
争
が
展
開
さ
れ
る

こ
と
と
な

っ
た
。
⑤
で
も
祖
宗

に
仇
が
あ
れ
ば
子
孫
は
九
世
に
至
る
ま
で
殺
伐

を
行
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
従

っ
て
報
復
闘
争
は
当
事
者
の
父
系
の
直

系
の
子
孫
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
判
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
ら

に
雍
正

『広
西
通
志
』
巻
九
二
諸
蛮
所
引

・
鄭
露
《
赤
雅
》
に
、
武
闘
の
際
に

男
性
が
殺
傷
さ
れ
れ
ば

「
姓
」
目
宗
族
ど
う
し
の
間
で
報
復
闘
争
が
行
わ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
(16
)

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
双
方
の
当
事
者
が
所
属
す
る
宗
族
H
父
系
親
族
集

団
が
報
復
の
単
位
と
な

っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
注
意
し
た
い
の
は
女
性
が
被
害
者
と
な
る
場
合
で
あ
る
。
先
の
雍

正

『広
西
通
志
』
所
引
《
赤
雅
》
の
続
文
に
よ
る
と
、
既
婚
婦
人
が
殺
傷
さ
れ

た
場
合

に
は

(夫
方
の
者
よ
り
も
む
し
ろ
)
彼
女
の
父
母

・
オ
ジ

・
兄
弟
の
血

縁
関
係
者
全
員
が
中
心
と
な

っ
て
復
讐
を
行
い
、
さ
ら
に
は
他
人

(恐
ら
く
友

人
や
近
隣
)
の
助
力
を
も
得
た
、
と
い
う

(
こ
の
習
俗
は

「洗
面
」
と
称
さ
れ

る
)
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
恐
ら
く
当
時
の
漢
族
の
も
と
に
は
無
く
、
そ
れ

ゆ
え
に
著
者
の
注
意
を
惹
き
特
に
記
録
に
留
め
ら
れ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
の
記
事
だ
け
か
ら
当
時
の
チ

ュ
ア
ン
族
の
親
族
組
織
の

全
貌
を
復
原
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
し
か
し
少
な
く
と
も
宗
族
と
い
う
漢

族
的
な
父
系
原
理
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
そ
れ
と
は
ま
た
異
質
な
要

素
が
同
時
併
存
的
に
見
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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(五
)
文
化

　
こ
れ
ら
の
史
料
に
は
、
チ

ュ
ア
ン
族
の
文
化
に
関
す
る
記
事
も
僅
か
な
が
ら

収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
服
飾

・
住
居
等
の
物
質
文
化
や
婚
姻
習
俗
等
の

方
面
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
従

っ
て
チ

ュ
ア
ン
族
の
伝
統
文
化
を
全
面
的
に
復

原
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
た
め
の
手
懸
の

一
つ
と
な
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

(
イ
)
服
飾
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
⑬
⑳
に
よ
る
と
チ

ュ
ア
ン
族
は
、
青
色
の
布
に
蝋
纈
染
な
い
し
刺
繍
で
模
様

を
施
し
、
更
に
襟

・
袖
口
に
五
色

の
糸
で
刺
繍
を
し
た
、

「
錦
繍
の
如
」
く
華

麗
な
衣
服
を
好
ん
で
着
用
し
た
、
と

い
う
。
ま
た
⑳
に
よ
る
と
、
女
性
の
上
衣

は
短
い
が
、
ス
カ
ー
ト
は
地
面
に
と
ど
く
ほ
ど
長
く
、
多
く

(百
以
上
)

の
嚢

が
あ
り

(
た
め
に
製
作
に
当

っ
て
は
多
く
の
布
地
が
必
要
と
さ
れ
た
)
、
さ
ら

に
非
常
に
精
巧
な
刺
繍
が
施
さ
れ
た
形
状
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
⑳
の
続
文
で
は
、

(
漢
族

の
童
子
が
チ

ュ
ア
ン
族
女
性

の
装

い
を
模
倣
し
た
事
例
で
は
あ
る
が
)

髭
を
結
い
耳
飾
り

(耳
環
)
を

つ
け
、
そ
し
て
頸
部
を
露
出
し
裸
足
で
あ

っ
た

　
　
(17
)

と
い
う
。

(
ロ
)
住
居

　

⑭
⑫
に
よ
る
と
チ

ュ
ア
ン
族
は
、
貧
富
を
問
わ
ず

「麻
欄
」
・
「高
欄
」
(⑫
)、

「
欄
」
　
(
⑭
)
、
す
な
わ
ち
干
欄

(高

床
)
式
住

居
を
好
み
、
そ
れ
は
上

層
が
人
間
の
居
住
空
間
と
さ
れ
、
下
層
に
家
畜
を
飼
養
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
(18
)

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
万
暦

『広
西
通
志
』
巻

三
三
外
夷

・
諸
夷
種
類
《
狸
》
の
記
事
を

参
照
す
る
と
、
そ
れ
は
漢
族
の
住
居

の
よ
う
な
土
壁
で
は
な
く
、
木
造
建
築

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(19
)

(屋
根
は
茅
ぶ
き
)
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
ハ
)
婚
姻
習
俗

　
⑬
に
よ
る
と
、
チ
ュ
ア
ン
族
は
唱
歌
を
好
み
、
歌

(
の
掛
け
合

い
)
を
媒
介

と
し
て
配
偶
者
を
選
択
し
て
い
た

(万
暦

『広
西
通
志
』
巻
三
三
《
狸
》
の
記

事
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
春
に
山
頂
や
水
辺
で
男
女
の
集
団
の
間
で

一
日
を
か
け

　
　
　
　
(20
)

て
行
わ
れ
た
)。
そ
の
具
体
的
方
法
は
、
ま
ず
男
性
が
扇
面
に
歌
を
書
い
て
意
中

の
女
性

に
贈
り
、

そ
の

(
そ
の
返
答
と
し
て
)
女
性
が
悦

に
歌
を
織
り
込
み

男
性
に
贈
る
、
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た

(
そ
の
際
、
実
際
に
音
声
を
発
し
て
の

唱
歌
を
伴

っ
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
が
万
暦

『広
西
通
志
』
の
記
事

(註
20
)
に
よ

り
確
認
さ
れ
る
)
。

　
宣
徳

『桂
林
郡
誌
』
巻
二
十
雑
志

・
諸
番
蛮
夷
《
狸
人
》
に
よ
る
と
、
こ
う

し
て
男
女
が
配
偶
者
を
選
択
し
た
後
、
そ
の
こ
と
を
父
母
に
告
げ
て
承
認
を
得
、

そ
し
て
両
家
の
間
で

「致
礼
」
が
な
さ
れ

(恐
ら
く
婚
資
の
支
払

い
を
含
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(21
)

贈
与
行
為
が
伴

う
)
か
く
て
婚
姻
の
成
立

へ
と
至

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し

か
し
成
婚
の
後
、
⑮
に
よ
る
と
、
新
婦
は
専
ら
生
家
に
居
住
し
、
春

の
耕

種

・
秋

の
収
穫
や
祭
り
の
際
に
の
み
夫
家

へ
赴
い
た
。
そ
の
際
、
夫
と
同
宿
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(22
)

ず
に
、　

(生
家

の
)
隣
家
の
婦
人
の
部
屋
に
寄
宿
し
た
。
そ
し
て

一
、
二
年
後

新
居
が
完
成
し
て
か
ら
新
婦
は
初
め
て
そ
こ
に
定
居
し
た
、
と

い
う
。

こ
の
点

に
つ
い
て
万
暦

『広
西
通
志
』
　
(註
20
)
を
参
照
す
る
と
、
チ

ュ
ア
ン
族
は
結

婚
を
契
機
に
分
家
す
る

(住
居

・
生
計
と
も
に
生
家
か
ら
独
立
す
る
)
が
、
の

ち
数
年
の
間
、
新
婦
は
生
家
に
住
ん
だ
。
そ
の
間
、
夫
と

「
野
合
」
し
、
受
胎

す
る
と
密
か
に
夫
に
そ
の
こ
と
を
告
げ
夫
は
新
居
の
建
築
に
取
り
か
か

っ
た
、

と
い
う
。
こ
う
し
て
新
居
が
完
成
し
た
後
、
新
婦
は
初
め
て
夫
方

に
移

っ
て
住

る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
チ

ュ
ア
ン
族
の
婚
姻
習
俗
は
通
常

「
不
落
夫
家
」
と
称
さ
れ
、

か
な
り
後
世
に
ま
で
維
持
さ
れ
た
が
、
問
題
と
な
る
の
は
チ
ュ
ア
ン
族
の
社
会

・

文
化

の
脈
絡

の
中

で

チ

ュ
ア
ン
族

の
人
々
に
と

っ
て
そ
れ
が
い
か
な
る
意
義

を
持

つ
も

の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
、
と
い
う
点

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
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い
て
は
こ
こ
で
は
立
ち
行

っ
た
検
討
を
行
う
余
裕
が
な
い
が
、
前
掲
の
宣
徳

『桂
林
郡
志
』　
(註
21
)
の
続
文
に
、
女
性
が
受
胎
し
て
夫
家
に
帰

っ
て
初
め

て
夫
婦
と
な
る
の
で
あ
り
、
も
し
受
胎
し
な
け
れ
ば
夫
家
に
帰
ら
な
い

(
恐
ら

く
婚
姻
が
解
消
さ
れ
る
)
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
当
時
の
チ

ュ
ア
ン
族
の
人
々
に
と

っ
て
受
胎

・
出
産
と
い
う
行
為
が
婚
姻
を
永
久
的
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(23
)

の
と
す
る
基
準
と
し
て
重
視
さ
れ
て

い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は

(
こ
の
よ
う

な
記
事
が
特
に
漢
族
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
こ
と
自
体
か
ら
容
易
に
推
測
さ
れ
る

よ
う
に
)
漢
族
の
婚
姻
習
俗
と
は
異

な
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。

(
ホ
)
明
末
清
初
に
お
け
る
チ

ュ
ア
ン
族

の
文
化
変
容

　
以
上
に
挙
げ
た
チ

ュ
ア
ン
族

の
文
化
に
つ
い
て
の
記
事
か
ら
我
わ
れ
は
、
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(24
)

在
で
は
多
く
の
地
域
で
殆
ど
姿
を
消

し
た
伝
統
文
化

の
多
く
が
、
少
な
く
と
も

明
末
清
初
に
お
い
て
は
ま
だ
根
強
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
同
時
に
そ
れ
に
変
化
が
萌
し

つ
つ
あ

っ
た
こ
と
を
見

逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
重
要
な
手
懸
と
な
る
の
が
先
に
挙
げ
た

(
「漢
族
と
の
通

婚
」
の
項
)
チ

ュ
ア
ン
族
の

「貞
婦
」
の
記
事
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
の

「
貞
婦
」
は
チ

ュ
ア
ン
族
の
婚
俗
に
よ
ら
ず
、
専
ら
漢
族
の
儒
教
的
規
範
に
基

き
夫
家
に
住
み
、
夫
の
死
後
も
姑
に
仕
え
る
生
活
を
送

っ
て
い
る

(恐
ら
く

「不
落
夫
家
」
を
も
行

っ
て
い
な
い
)
が
、
他
方
チ

ュ
ア
ン
族

の
青
年
た
ち
は

チ
ュ
ア
ン
族
の
習
俗

(恐
ら
く
寡
婦

の
再
嫁
が
特
に
非
難

の
対
象
と
な
ら
な
い
)

に
従

っ
て
彼
女
に
求
婚
し
て
い
る
。
青
年
た
ち
の
こ
の
行
動
か
ら
す
る
と
伝
統

習
俗
を
遵
守
す
る
者
が
依
然
チ

ュ
ア
ン
族
の
多
数
を
占
め
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
し
か
し

「貞
婦
」
の
行
動
か
ら
す
る
と

一
部

の
チ

ュ
ア
ン
族
は
漢
族

と
の
通
婚
を

一
つ
の
契
機
と
し
て
習
俗
を
変
え
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

　

(
一
)
統
治
権
力
と
の
関
係

　
抑
々
、
土
司

・
土
官
は
中
国
の
統
治
権
力
に
よ
り
各
々
の
領
地

(⑳
に
よ
る

と
清
初
広
西
に
は
計
三
十
六
の
土
官
が
存
在
し
た
と
い
う
)
に
お
け
る
世
襲
の

支
配
権
を
承
認
さ
れ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
同
時
に
統
治
権
力
に
対
し
て

一
定

の
任
絡
を
負
う
関
係
に
あ

っ
た
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
⑦
に
よ
る
と
、

「
国
税
」
を
納
入
す
る
外
、
有
事
の
際
に

は
軍
事
徴
発
を
受
け
た
。
　
「
国
税
」
と
は
税
糧
を
指
す
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
は

多
分
に
名
目
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず

(直
轄
地

の
場
合
と
同
額
で
あ

っ
た
と
は
考

　
　
　
　
(28
)

え
ら
れ
な
い
)
、
し
か
も
土
官
を
通
じ
て
代
納
さ
れ
る
方
式
が
と
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(29
)

他
方
、
そ
の
軍
事
徴
発
は
重
視
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
明
代
中
期
以
降
、
直
轄
地

に
お
い
て
ヤ
オ
族
や
チ

ュ
ア
ン
族
の
蜂
起
が
頻
発
す
る
に
至
り
、
精
強
を
以
て

　
明
清
時
代

の
史
料

で
は
、
広
西
西
部

の
長
期

に
わ
た

っ
て
土
司

・
土
官
の
支

配
下
に
置
か
れ
た
地
域
の
住
民
は
通
常

「狼
人
」
と
称
さ
れ
、
直
轄
地
の

「狸

」

と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
そ
れ
は
漢
族
の
側
か
ら
の
土
司
の
軍

隊
に
対
す
る
呼
称
11

「
狼
兵
」
に
由
来
す
る
用
語
で
あ
り
、
従

っ
て
民
族
名
称

で
は
な
い
。
そ
の
上
、　
「
狼
」
と

「
撞
」
と
の
同

一
性
を
指
摘
す
る
史
料
も
少

　
　
　
　
　
　
(25
)

な
か
ら
ず
存
在
し
、
ま
た
言
語

・
習
俗
に
つ
い
て
も
両
者
は
酷
似
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(26
)

さ
ら
に
チ

ュ
ア
ン
族
の
民
族
形
成
史
に
お
け
る
顕
著
な
複
合
性
等
の
諸
点
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(
27
)

判
断
す

る
と
、　
「狼
」
な
る
名
称
で
分
類
さ
れ
る
者
の
多
半

(全
部
で
は
な
い
)

が
略
々
チ
ュ
ア
ン
族
に
帰
属
す
る
も
の
と
考
え
て
も
重
大
な
支
障
は
生
じ
な
い

で
あ
ろ
う
。
本
章
で
は
、
王
士
性

・
黄
之
雋

の
著
作
中
に
見
え
る

「狼
」
11
土

司
型
チ
ュ
ア
ン
族
に
関
す
る
記
事
の
検
討
を
行
い
た
い
。

三
、

土

司

型

チ

ュ

ア

ン

族
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(30
)

知
ら
れ
る
狼
兵
が
徴
発
さ
れ
蜂
起
の
弾
圧
に
活
躍
し
、
ま
た
要
害

の
地
に
お
か

れ
た
軍
事
施
設
に
屯
駐
し
、
田
土

(狼
田
)
を
支
配
さ
れ
、
防
御
と
耕
作

の
任

務

(戌
守
)
に
当

っ
た
。

　
⑧
に
よ
る
と
、
軍
事
徴
発
の
際
に
は
特
に
右
江
流
域
の
土
官

の
軍
隊
が
重
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(31
)

さ
れ
、
左
江
流
域
の
そ
れ
は
弱
卒
で
徴
発
に
堪
え
な
か

っ
た
。
徴
発
さ
れ
た
土

兵
11
狼
兵
に
対
し
て
は
軍
糧
が
支
給

さ
れ
た
が
、
指
揮
官
た
る
土
官
が
そ
れ
ら

を
横
領
し
た
た
め
に
兵
卒
は
軍
糧

の
自
弁
を
余
儀
な
く
さ
な
催

土
官
は
ま
た

兵
員
数
を
実
際
よ
り
多
く
申
告
し
軍
糧
の
増
給
を
企
図
し
た
。
か
く
て
狼
兵
は

残
衰
し
、
そ
の
戌
守
の
制
度
の
円
滑
な
運
営
が
困
難
に
な
り
形
髄
化
し
て
行

っ

た
と
い
う
。

　
明
代
、
広
西

の
土
官
は

「桀
驚
難

治
」
と
称
さ
れ

(⑨
)
、
思
恩

.
田
州
の

よ
う
に
統
治
権
力

に
よ
る
弾
圧
を
受
け
た
も
の
も
あ

っ
た
。
右
の
思
恩
府
等
を

含
む
若
干
の
土
官
領
が
明
末
以
降

、
「改
土
帰

(為
)
流
」
政
策
よ
っ
て
直
轄
地

化
さ
れ
た
り
、
土
司
の
副
官
と
し

て
流
官
が
任
命
さ
れ
た
が
、
特
に
後
者
の
場

畠

合

に
つ
い
て
㊧
に
ょ
る
と
、
賦
税
徴
収

・
裁
判

・
軍
事
徴
発

・
会
議
の
招
集
等
、

領
内
の
統
治
に
関
し
て
は
実
際
に
は
全
て
土
官
が
掌
握
し
て
お
り
、
流
官
は
参

与
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
段
階
で
は
本

当
の
意
味
で
の
直
轄
地
化
が
進
行

し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
の

一
端
が
窺
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
土
官
の
継
承
に
つ
い
て
、
明
代
に
お
い
て
屡
々
同
族
の
間
で
継

承
を
め
ぐ
る
争
い
が
発
生
し
た
。
⑪
で
は
そ
れ
が
土
官
同
士
の
戦
争
と
と
も
に

頻
発
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
清
代
に
入
る
と
、
⑭
に
見
え

る
よ
う
に
、
土
司
に
嫡
長
子
が
誕
生
し
た
際
に
公
文
書
で
制
府

(
巡
撫
)

に
届

出
さ
せ
、
嫡
長
子
に
よ
る
継
承
が
制
度
化
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

な
お
、
土
官
の
継
承
の
際
に
、
⑨
に
よ
る
と

(土
官
が
死
亡
し
て
継
子
が
幼

少
の
場
合
)
そ
の
祖
母

・
母
が
護
印
し
政
務
を
代
行
し
た
。
こ
の
点
、
⑳
で
も

公
文
書
に

「官
祖
母
某
氏
」

・

「
官
母
某
氏
」
と
書
か
れ
た
こ
と
、
彼
女
た
ち

　

(
二
)
土
官
領
に
お
け
る
統
治
の
状
況

　
前
掲
の
⑦
に
よ
る
と
、
土
官
の
領
地
の
住
民
は
国
家
に
税
糧
を
負
担
す
る
外
、

土
官
に
対
し
て
も
別
に
税
役
を
納
入
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

(34
)

ま
た
、
土
司
同
士
の
戦
争
や
統
治
権
力
に
よ
り
徴
発
さ
れ
る
際
に
は
兵
卒
と
し

て
従
軍
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た

(
そ
の
場
合
、
先
述
の
よ
う
に
軍
糧
を
土
官
に

横
領
さ
れ
た
)
。

　
さ
ら
に
そ
の
続
文
に
よ
る
と
、
土
官
に
慶
事
や
罰
贈
が
あ

っ
た
際
に
は
費
用
は
全

て
住
民
に
割
り
当
て
ら
れ
た
。
そ
の
上
、
少
し
で
も
土
司
の
意
に
沿
わ
な
い
こ

と
が
あ
れ
ば
、
本
人
が
殺
さ
れ
た
上
、
家
族

・
家
財
も
没
官
さ
れ
た
。
刑
罰
も

土
官

に
よ

っ
て
恣
意
的
に
執
行
さ
れ
た
。
か
く
て
住
民
は
、
直
轄
地
で
の
そ
れ

を
は
る
か
に
越
え
る
苛
酷
な
負
担
に
堪
え
か
ね
て
往
々
直
轄
地

へ
と
逃
亡
し
た
、

と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
璽
で
も
、
土
官
が
生
殺
与
奪
の
権
を
掌
握
し

「素

足
で
圧
服
す
る
」
よ
う
に
住
民
を
支
配
し
て
お
り
、
他
方
住
民
は

「国
君
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(35
)

つ
か
え
る
よ
う
に
土
官
に
服
従
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
こ
の
よ
う
な
土
官
に
よ
る
支
配
の
状
況
に
つ
い
て
、
広
西
の
中
で
も

地
域
的
変
差
が
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
⑩
に
よ
る
と
、
右
江
流
域

の
土
官
領
で
は
法
が
厳
重
で
住
民
は
土
官

に
隷
属
し
て
い
た
が
、
左
江
流
域
で

は
土
官
の
勢
力
が
比
較
的
弱
体
で
住
民
に
追
わ
れ
た
り
殺
さ
れ
る
事
態
さ
え
発

生
し
た
、
と
い
う
。
こ
の
相
異
は
土
官
と
統
治
権
力
と
の
関
係

の
上
に
も
反
映

さ
れ
て
お
り
、　

(総
じ
て

「桀
驚
難
治
」
と
称
さ
れ
な
が
ら
も
)
右
江
の
土
官

は
驕
慢
で
往
々
国
法

に
従
わ
ず
、
他
方
左
江
の
そ
れ
は
国
法
を
お
そ
れ
た
、
と

が
会
議
に
出
席
し
た
り
自
ら
軍
隊
を
率
い
て
戦
争
を
行

っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
土

官
の
妻
が
政
庁

に
夫
と
並
座
し
政
務
に
参
画
し
た
り
、
女
隊
を
率
い
て
狩
猟
を

行

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
土
官
の
同
族
以
外

に
も
母
や
妻
の
政
治

・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(33
)

社
会
的
役
割
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
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い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(36
)

　
以
上
の
記
事
は
、
土
官
の
臣
下
と
し
て
の

「土
目
」
の
存
在
形
態
や
そ
れ
を

含
め
た
土
官
領
内
で
の
土
地
所
有
の
実
態
の
描
写
が
欠
落
し
て
い
る
点
で
土
司

社
会
を
把
握
す
る
に
は
十
分
で
は
な

い
が
、
し
か
し
少
な
く
て
も
土
官
が
階
級

支
配
者
と
し
て
強
権
を
以
て
領
内
を
君
臨
す
る
と
い
う
支
配
の
あ
り
方
に
関
す

る
限
り
、
統
治
権
力
に
よ

っ
て
直
接
支
配
さ
れ
る
非
土
司
型
の
場
合
と
比
較
し

て
、
漢
族
の
政
治

・
社
会
上
の
影
響

の
度
合
の
強
弱
と
い
う
点
に
お
い
て
顕
著

な
相
異
が
見
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
(三
)
土
司
型
チ
ュ
ア
ン
族
の
文
化
と
漢
文
化
の
移
入

　

⑳
に

「狼
人
」
＝
土
司
型
チ

ュ
ア

ン
族
の
文
化
に
関
す
る
短

い
記
事
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
言
語
や
、
配
偶
者
の
決
定
を
男
女
の
集
団
間

の
歌
の
掛
け
合

い
に
よ

っ
て
行
う
習
俗
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、　
(㊧
と
で
は
男
女
の
間
で
の
贈
答
品

の
細
か
な
違
い
が
あ
る
が
)
そ
れ
ら
は
非
土
司
型
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
⑳
に
は
土
官
領

へ
の
漢
文
化
の
移
入
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
江
西

・
湖
広
や
漸
江
の
紹
興
の
出
身
で
何
ら
か
の
技
能

(文
史

・

琴
棋

・
医
卜

・
種
芸

・
商
人

・
工
匠
等
)
を
持

つ
が
不
遇
な
者
や
亡
命
し
た
罪

人
が
土
官
領
に
来
住
し
た
が
、
土
官
は
彼
等
に
宿
舎
を
提
供
し
住
民
の
娘
を
嬰

ら
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
技
能
の
優
劣
に
応
じ
て
俸
給
を
も
支
給
し
た
。
か
く
て
そ

れ
ら
の
者
た
ち
は
知
力
を
尽
く
し
て
土
官
領
に
お
け
る
文
物
の
興
隆
に
貢
献
し

た
、
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(37
)

　
右
の
記
事

よ
り
、
半
独
立
国
た
る
土
官
領

へ
の
漢
文
化
の
移
入
の
経
緯
が
窺

い
知
ら
れ
る
が
、
注
意
し
た
い
の
は

そ
れ
が
土
官
の
保
護
に
よ

っ
て
は
じ
め
て

可
能
に
な

っ
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
裏
返
す
と
漢
文
化
の
移
入
が
と
り
も
な
お

さ
ず
土
官

の
制
約

の
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
土
官

の
存
在
は
同
時
に
チ

ュ
ア
ン
族
の
伝
統
文

化
を
保
存
す
る
方
向

に
も
作
用
し
た

で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
点

　
以
上
、
本
稿
で
は
、
主
に
王
士
性

・
黄
之
雋

の
著
作
を
通
じ
て
明
末
清
初
に

お
け
る
チ
ュ
ア
ン
族
の
実
態
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
検
討
を
行

っ
た
が
、
そ
の
要

点
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
非
土
司
型
チ

ュ
ア
ン
族
は
、
政
治

・
社
会

・
文
化

の
各
方
面
で
伝
統
的
な
要

素
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
同
時

に
漢
族
の
影
響

に
よ
り
そ
れ
に
変
化
が
発
生
し

つ
つ
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、　
「
?
村
」

に
居
住
し

「撞
老
」
を
統
率
者
と
す
る

独
自

の
政
治

・
社
会
体
制

の
下

で

一
定

の
武
装
力
を
保
持
し
て
お
り
、
ま
た
親

族
組
織
は
必
ず
し
も
父
系
的
な
原
理
に
よ

っ
て

一
元
的
に
組
織
さ
れ
る
性
質
の

も
の
で
は
な
く
、
母
方

の
親
族
も
重
要
な
役
割
を
担

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
衣
服

・
住
居

・
婚
姻
習
俗
等
の
方
面
で
も
伝
統
を
維
持
し
て
い
た
。
し

か
し
、
同
時
に
、
そ
の
村
落
が
平
地
に
漢
族
の
村
落
と
錯
綜
し
て
形
成
さ
れ
、

恐
ら
く
同

一
村
落

へ
の
共
住
さ
え
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
統
治
権
力
に
よ

っ

て
編
籍
さ
れ
始
め
る
と
と
も
に
漢
族
地
主

へ
の
佃
農
化
が
方
向
付
け
ら
れ
た
。

チ

ュ
ア
ン
族
の
も
と

へ
の
商
品
経
済
の
浸
透
は
本
格
化
し
て
は
い
な
か

っ
た
が
、

広
東
商
人
の
進
出
が
行
わ
れ
始
め
、
ま
た
広
東
商
人
を
も
含
む
漢
族
男
性
と
チ

ュ
ア
ン
族
女
性
と
の
通
婚
が
開
始
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
婚
姻
等
の

習
俗
に
も
変
化
が
生
じ

つ
つ
あ

っ
た
。

　

他
方
、
土
司
型
チ
ュ
ア
ン
族
は
統
治
権
力
に
対
す
る

一
定
の
義
務
を
負
担
し

て
は
い
た
も
の
の
、
そ
の
領
内
で
は
強
権
を
誇
る
土
官
が
住
民
の
生
殺
与
奪
の

権
を
掌
握

・
行
使
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
非
土
司
型
の
も
の
と
政
治

・
社
会
体

制
上
の
顕
著
な
相
異
が
見
ら
れ
た
。
漢
文
化
の
移
入
も
土
官
の
主
導

の
下
に
行

四
、

結

び

に

代

え

て

漢
文
化
の
移
入
に
つ
い
て
制
約
条
件
を
持
た
な
い
非
土
司
型
の
チ
ュ
ア
ン
族
、

特
に
広
西
中
東
部
の
も
の
の
場
合
と
比
較
す
る
と
大
き
な
相
異
が
見
ら
れ
る
。
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註

(1
)
漸
江
臨
海
県
の
出
身
で
王
宗

沐
の
従
子
。
万
暦
五
年

(
}
α
刈
刈
)
の

進
士
。
朗
陵
知
県
、
礼
科
給
事
中

(以
上
、
康
煕

『台
州
府
志
』
巻
十
本
伝
)
、

吏
科
給
事
中

(
『明
史
』
巻
二
二
三
王
宗
沐
伝
附
)
を
経
て
万
暦
十
六
年

へ
一
α
。。
。。
)
四
川
布
政
使
司
右
参
議
と
な
り

(
『
明
神
宗
実
録
』
巻
二
〇
四
)
、

翌
年
四
月
乙
酉
、
広
西
右
参
議
と
な

っ
た

(同
書
巻
二

一
〇
)。　

の
ち
雲
南
副

わ
れ
て
お
り

(
そ
れ
は
別
の
面
か
ら
す
る
と
チ

ュ
ア
ン
族
の
伝
統
文
化
が
よ
り

多
く
保
存
さ
れ
る
結
果
と
な

っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
)
、
こ
の
点
で
も
非

土
司
型
の
も
の
と
は
逞
庭
が
あ

っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
本
稿
で
は
十
分
に
検
討
す
る
余
裕
が
な
か

っ
た
が
、
残
さ
れ
た
検

討
課
題
は
少
な
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
非
土
司
型
チ

ュ
ア
ン
族
に
お
け
る

地
域

・
生
態
上
の
変
差
に
つ
い
て
、
広
西
の
中
で
も
中
東
部
と
西
北
部
と
で
は

異
な

っ
て
お
り
、
さ
ら
に
平
地
に
進
出
し
た
も
の
と
山
間
に
住
む
も
の
と
で
も

そ
の
生
態
が

一
様
で
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
相
異
は
両
者
の
歴
史
過
程
に

も
反
映
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
次
に
漢
族
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
本
稿
で
も
広

東
商
人
の
広
西

へ
の
進
出
と
チ

ュ
ア
ン
族
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
も
更
め
て
明
清
時
代
を
通
じ
て
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
さ
ら
に
チ
ュ
ア
ン
族
の
文
化
の
変
容
の
過
程
に
つ
い
て
も
先
の
地
域

.

生
態
的
変
差
を

ふ
ま
え

つ
つ
史
料
を
博
捜
し
た
通
時
的
な
検
討
が
必
要

で
あ

る
。

　
ま
た
、
土
司
型
チ

ュ
ア
ン
族
に
つ
い
て
も
、
土
官
領
内
の
諸
階
層
と
そ
れ
ら

の
相
互
の
間
の
土
地
所
有
を
含
む
社
会
関
係
を
具
体
的
に
検
討
し
た
上
で
、
さ

ら
に
そ
れ
が

「
改
土
帰
流
」
や
清
代
中
期
以
降
の
漢
族
移
民
の
来
住
と

い
う
事

態
を
経
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
行

っ
た
の
か
を
、
非
土
司
型
の
も
の
と
比
較

し
な
が
ら
追
究
す
る
作
業
が
必
須
で
あ
る
。

使

(そ
の
年
次
は
不
明
で
あ
る
が
同
年
十
二
月
戊
寅
に
別
人
が
広
西
右
参
議
に

な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
同
じ
こ
ろ
で
あ
ろ
う
)
を
経
て
同
十
九
年
河
南

提
学
副
使

(同
書
巻
二
三
八
)
と
な
り
、
さ
ら
に
山
東
督
糧
左
参
政

(同
書
巻

二
五
五
)
、
南
京
太
僕
寺
少
卿

(同
書
巻

二
八
七
)
、
南
京
鴻
臆
寺
卿

(同
書

巻
二
八
八
)
を
歴
任
し
た
。

こ
の
間
、　
『五
嶽
遊
記
』
　
『広
遊
志
』
等
を
著
わ

し
た
が
、
の
ち
万
暦
二
十
五
年

(
一
窃
⑩
刈
)
病
床
に
つ
き
、
か

つ
て
の
行
跡

を
回
想
し
て
更
に

『広
志
繹
』
六
巻
を
著
わ
し
た

(自
序
。
な
お
巻
六
の

「
四

夷
輯
」
は
散
侠
し
現
在
残
さ
れ
て
い
な
い
。

(2
)
江
蘇
華
亭
県
の
出
身
で
、
康
煕
五
十
～
五
十
七
年
、
広
西
に
逗
留
し

(
『唐
堂
集
』
附

「冬
録
」
)
、
の
ち
同
六
十
年

(
一
刈
鱒
}
)
進
士
と
な
り
、

翰
林
院
庶
吉
士
、
同
編
修
、
提
督
福
建
学
政
等
を
歴
任
し
た

(
『清
史
列
伝
』

巻
七
十

一
本
伝
)
。

(
3
)

こ
の
書
は
他
に
雍
正

『
広
西
通
志
』
、
嘉
慶

『広
西
通
志
』
、
乾
隆

『慶
遠
府
志
』
、
道
光

『龍
勝
庁
志
』
等
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で

は
最
も
早
期
に
成
立
し
た

『容
西
叢
載
』
　
(著
者
注
森
は
康
煕
三
十
二
年
、
桂

林
府
通
判
に
任
官
し
た
)
に
収
録
さ
れ
た
も
の
を
使
用
す
る
。

(4
)
な
お
、

「民
」
と
い
う
語
で
表
示
さ
れ
る
範
疇

に
は
、

必
ず
し
も
漢
族

の
み
な
ら
ず
編
民
化
さ
れ
た
少
数
民
族
が
含
ま
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
少
な
く

と
も
こ
の
時
期

に
お

い
て
は
漢
族
が
そ
の
多
く
を
占
め
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

(
5
)
こ
の
記
事
お
よ
び
③
の
記
事
か
ら
平
野
部
が
当
時

一
面
の
荒
地
の
様
相

を
呈
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
広
西
に
お
け
る
農

業
技
術
が
恐
ら
く
は
比
較
的
低
い
水
準
に
あ

っ
た
こ
と
と
戦
乱

(
チ

ュ
ア
ン
族

の
蜂
起
と
統
治
権
力
に
よ
る
弾
圧
、
さ
ら
に
南
明
の
永
暦
帝
政
権
や
三
藩
関
係

の
動
乱
)
に
よ
る
荒
廃
と
が
想
定
さ
れ
る
。

(6
)
そ
の
背
景
と
し
て
明
初

・
永
楽
年
間
以
降
に
漢
族
地
主
に
よ

っ
て
行
な
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わ
れ
た
チ

ュ
ア
ン
族
の
招
佃
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は

[塚
田
、

一
⑩
c。
α
b

]
を
参
照
。

(7
)
当
時

の
山
間
部
の
チ
ュ
ア
ン
族
の
農
業
技
術
に
つ
い
て

『古
今
図
書
集

成
』
〈
職
方
典
〉
巻

一
四

一
〇

・
柳
州
府
風
俗
考
《
雛
容
県
》
に
次
の
記
事
が

あ
る

(傍
点
筆
者
。
以
下
同
じ
)
。

　
　
居
万
山
之
中
、
撞
多
漢
少
。
不
尚
読
書
、
ロ
バ信
巫
鬼
。
梢
有
睡
砒
、
即
率
衆

　
　
相
闘
、
喜
報
仇
。
不
知
播
種
桑
麻
、
惟
耕
田
為
活
。
輸
租
之
外
、
剰
以
謄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　　
　
　
　　
　　　　
む　
　　
　　
　　
　　
む　
む　
む　　　
　　
　　
　　
　

　
　

口
、
以
至
窮
者
類
多
。
且
以
山

為
田
、
又
無
溝
檜
蓄
水
灌
概
、
梢
雨
沢
意

　
　

む　　　　　　
　　
む　
　

　
　
期
、
禾
苗
立
槁
。

す
な
わ
ち
チ

ュ
ア
ン
族
は
桑
麻
を
植

え
ず
稲
作

に

一
元
的
に
依
存
し
、
ま
た
灌

概
設
備
を
持
た
ず
専
ら
天
水
に
依
存
す
る
農
業
形
態
に
あ

っ
た
。

(8
)
そ
の
経
過
に
つ
い
て
は

〔谷

口
、

一
九
八
二
〕
を
参
照
。

(9
)
こ
の
記
事
で
は

「小
醜
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
非
土
司
型
チ

ュ
ア

ン
族
の
蜂
起
の
中
で
は
章
氏
父
子
に
率
い
ら
れ
た
古
田
県

の
チ

ュ
ア
ン
族
集
団

の
そ
れ
が
最
大
の
も
の
で
あ

っ
た
。
弘
治
年
間
か
ら
隆
慶
に
至
る
ま
で
古
田
県

治
を
占
拠
し
、
嘉
靖
四
十
二
年

(
一
α
①
Q。
)
十
二
月
に
は
省
城

の
桂
林
を
襲

撃
し
布
政
使
司
右
参
政
黎
民
衷
を
殺
害
し
た

(記
事
の

「殺
黎
大
参
」
は
こ
の

事
件
を
指
す
)。　

し
か
し
隆
慶
五
年

(
一
α
刈
一
)
に
は
統
治
権
力
に
弾
圧
さ

れ
潰
滅
し
た

(記
事
の

「古
田

一
挙

、
大
快
積
憤
」
は
こ
の
こ
と
を
指
す
)
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
蜂
起
の
原
因

・
結
果
等
の
問
題
に
つ
い
て
は

〔塚
田
、

一

九
八
五
b
〕
を
参
照
。

(10
)
チ

ュ
ア
ン
族
に
対
す
る
編
籍

の
進
行
過
程
に
つ
い
て
は

〔塚
田
、

一
九

八
七
〕
を
参
照
。

(
11
)
チ
ュ
ア
ン
族
の
佃
農
化
に

つ
い
て
は

〔塚
田
、

一
九
八
五
b
〕

の
外
に
、

太
平
天
国
期
の
横
州

・
永
淳
県
チ

ュ
ア
ン
族
の

「反
乱
」
を
全
面
的
に
検
討
し

た
稲
田
清

一
氏
の
労
作
に
お
い
て
論
及
さ
れ
て
い
る

〔稲
田
、

一
九
八
八
〕
。

稲
田
氏
の
論
点
の
う
ち
当
面
の
主
題

に
直
接
関
わ
る
部
分
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

(
一
)
チ

ュ
ア
ン
族
が
官
府
と
の
接
触
を
嫌

い
漢
族
を
代
納
者
と
し
て
納
税
し

た
こ
と
か
ら
、
チ

ュ
ア
ン
族

・
漢
族
と
も
に
自
分
こ
そ
が
土
地
所
有
者
で
あ
る

と
思
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
特
殊
な
土
地
の
二
重
所
有
の
状
況
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な

っ
た
こ
と

(
そ
の
場
合
、
チ

ュ
ア
ン
族
と
耕
作
地
と
の
関
係
は
従
前

の
ま
ま
で
、
そ
の
上
に
地
主
の
収
租
権
が
設
定
さ
れ
る
形
態
で
あ
っ
た
)
、　
(二
)

そ
れ
は
チ

ュ
ア
ン
族
自
身
の
、
民
族
的
自
律
性
を
保
持
す
る
た
め
の
主
体
的
選

択
の
結
果
で
あ
る
こ
と
。

　
右
の

(
一
)
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
使
用
し
た
史
料
か
ら
も
窺
わ
れ
筆
者
は

基
本
的
に
同
意
す
る
。
し
か
し

(二
)
に
つ
い
て
は
少
し
検
討
を
要
す
る
。
と

い
う
の
は
、
漢
族
の
強
大
な
影
響
の
下
で
広
西
の
全
て
の
チ

ュ
ア
ン
族
が
自
律

性
を
堅
持
す
る
方
向
の
み
を
志
向
し
た
こ
と
は
考
え
難
く
、
逆
に
地
主

・
官
僚

化
し
た
り
漢
族
と
通
婚
し
て
、
い
わ
ば
漢
族
社
会
の
成
員
と
な
る
こ
と
を
望
ん

だ
チ

ュ
ア
ン
族
も
ま
た
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
12
)

　
　
西
鯉
土
州
、
其
婦
人
寡
者
、
日
鬼
妻
、
土
人
弗
嬰
也
。
男
東
之
佑
客
、
多

　
　

往
贅
焉
。
欲
帰
則
必
与
要
約
。
三
年
返
、
則
其
婦
下
三
年
之
盤
、
五
年
則

　
　

下
五
年
之
盤
、
謂
之
定
年
薬
。
葱
期
則
盛
発
、
膨
脹
而
死
。
如
期
返
、
其

　
　

婦
以
薬
解
之
、
輻
得
無
悪
。

『広
東
新
語
』
は
黄
之
雋
が
広
西
に
来
る
以
前
の
康
煕
三
十
九
年

(
一
刈
O
O
)

に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
黄
が
右
の
記
事
を
参
考
に
し
た
可
能
性
も
無
く
は
な
い

が
、
し
か
し
黄
の

「塁
」
に
関
す
る
記
事
に
は

『広
東
新
語
』
に
は
見
え
な
い

記
事
も
含
ま
れ
て
お
り
必
ず
し
も
前
書
の
引
用
と
は
断
定
で
き
な
い
。

(13
)
こ
の
康
煕
年
間
の
事
例
を
含
む
チ

ュ
ア
ン
族
と
漢
族
と
の
通
婚
関
係
の

歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
は

〔塚
田
、

一
九
八
八
〕
を
参
照
。

(14
)
こ
の
賠
償
方
式
に
つ
い
て
は
万
暦

『広
西
通
志
』
巻
三
三
外
夷

・
諸
夷
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種
類
《
狸
》
に
も
類
似
の
記
事
が
あ

る
。

　
　
本
類
相
仇
、
繊
芥
不
已
。
錐
累
世
、
必
復
其
闘
。
或
誤
殺
人
者
、
以
牛
畜

　
　
為
償
。
或
数
十
頭
至
百
頭
、
名
日
人
頭
銭
。

こ
こ
で
は
牛
も
賠
償
品
目
中
に
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
が

「人
頭
銭
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

(但
し
、　

「頭
」
の
計
算
方
法
が
⑤
の
記
事

ほ
ど
明
確
に
記
さ
れ
て
い
な
い
)
。

(
15
)　
「撞
老
」
の
機
能
に
つ
い
て
は

〔塚
田
、

一
九
八
七
〕
を
参
照
。

(16
)

　
　
猫
人
好
殺
、

一
語
不
相
能
、
輻
挺
刃
而
闘
。
闘
或
傷
其

一
、
由
此
世
世
為

　
　
讐
。
然
傷
男
子
、
讎
只

一
姓
。
若
傷
其
婦
、
而
婦
之
父
母

・
伯
叔

・
兄
弟
、

　
　
皆
怨
家
焉
、
借
人
助
殺
、
謂
之
洗
面
。

(17
)
男
性
の
衣
服
に
つ
い
て
は
雍
正

『広
西
通
志
』
巻
九
二
に
、　
「男
衣
短

窄
、
裂
布
束
脛
」
と
あ
る
。
な
お
、

『鯉
西
叢
載
』
巻

二
四
《
獲
》

所
引
の

《
永
福
県
志
》
に
、
女
性
が
手
に
刺
青
を
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(8ユ
)
こ
の
よ
う
な
形
式
の
住
居
に

つ
い
て

『広
東
新
語
』
巻
七
人
語
《
査
人
》

に
、

　
　
撞
惟
零
西
多
有
之
。
自
蕩
浦
至

平
南
、
狸
与
民
雑
居
、
不
可
辮
。
大
抵
屋

　
　
居
者
民
、
欄
居
者
猿
。
欄
架
木
為
之
、
上
以
棲
人
、
下
以
棲
群
畜
。
名
欄

　
　
房
、
亦
日
高
欄
、
日
麻
欄
子
。

と
あ
り
、
チ

ュ
ア
ン
族
と
漢
族
と
を
識
別
す
る
基
準
と
さ
れ
る
ほ
ど
当
時
の
チ

ュ
ァ
ン
族

の
も
と
に
多
く
み
ら
れ
た
。

(
19
)

　
　
居
舎
、
茅
緯
而
不
塗
、
衡
板
為

閣
。
上
以
棲
止
、
下
畜
牛
羊
猪
犬
。
謂
之

　
　
麻
欄
。

(
20
)

　
　
子
大
嬰
婦
、
別
欄
男
嚢
。
婆
日
、
妻
即
還
父
母
家
、
夜
与
隣
女
作
処
。
数

　
　
年
回
時
、
間
与
夫
野
合
二
三
。
覚
有
娠
、
乃
密
告
其
夫
作
欄
。　

(中
略
)

　
　
少
婦
、
於
春
時
、
三
五
為
伴
、
採
芳
拾
翠
於
山
椒
水
泪
、
歌
唱
為
楽
。
少

　
　
男
、
亦
三
五
為
群
、
歌
以
赴
之
。

一
唱

一
和
、
寛
日
乃
已
、
以
衣
帯
相
贈

　
　
答
去
。

(
21
)

　
　
其
俗
、
男
女
年
及
冠
笄
、
出
遊
山
林
。
男
唱
而
女
和
、
各
適
其
情
。
自
相

　
　
配
合
、
以
贈
遺
結
股
勤
、
而
後
告
父
母
致
礼
。
成
婚
之
日
、
婦
帰
夫
家
、

　
　
不
見
舅
姑
、
不
接
其
夫
、
従
便
戸
以
出
。
則
求
野
合
、
侯
有
娠
、
然
後
婦

　
　
始
為
夫
婦
。
無
娠
、
則
不
帰
也
。

　
な
お
、
配
偶
者

の
選
択
に
際
し
て
は
同
姓
で
あ

っ
て
も

(恐
ら
く
は
リ
ネ
ー

ジ
が
異
な
る
か
、
も
し
く
は
近
親
者
以
外
は
)
婚
姻
が
可
能
で
あ

っ
た
よ
う
で

あ
る
。

(
22
)
⑮
の
記
事

の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
新
婦
は

「夫
家
」

の
隣
家

の
婦
人
の

も
と
に
寄
宿
し
た
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
、
前
掲

(註
20
)

の
万

暦

『広
西
通
志
』
で
は
新
婦

の
実
家

の
隣
家
と
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
後
者
の

ほ
う
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、

『赤
雅
』
巻
上
《
丁
婦
》
に
、

　
　
姿
日
、
其
女
即
還
母
家
、
与
隣
女
作
処
。
間
与
其
夫
野
合
、
有
身
乃
潜
告
。

　
　
其
夫
作
欄
以
待
、
生
子
始
称
為
婦
也
。

と
あ
り
、
右

の
推
測
が

一
層
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

(
23
)
前
掲

の

『赤
雅
』

の
記
事

(註
22
)
に
も

「
子
を
生
み
て
始
め
て
称
し

て
婦
と
為
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
⑮
に
は
、
新
婦
が
そ
の
不
落
夫
家

の
期
間
中

に
夫
以
外

の
男
性
と
私

通
し
て
受
胎
す
る
の
で
初
生
子
は
全

て
他
人
の
子
で
あ
る
、
と
述

べ
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
果
し
て
こ
の
記
事

の
通
り
に
当
時

の
チ

ュ
ア
ン
族

の
社
会
に
お

い
て
生
子
の
嫡
出
性
が
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
の
か
、
或
は
漢
族
士

大
夫
層
の
自
民
族
中
心
主
義
に
根
ざ
す
誤
解

に
過
ぎ
な
い
の
か
は
判
断
し
難

い
。
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(
24
)
現
在
の
チ

ュ
ア
ン
族
の
文
化

に
つ
い
て
は

〔章
国
生

.
梁
庭
望

・
章
星

朗
、

一
九
八
四
〕

〔
梁
庭
望

(編
)
、

一
九
八
七
〕
が
参
考
と
な
る
。

こ
れ
ら

に
よ
り
、
言
語
を
除
く
チ

ュ
ア
ン
族

の
伝
統
文
化
が
、
特
に
平
地

。
山
麓
部
で

は
非
常
に
少
な
く
な

っ
て
い
る
か
、
も
し
く
は
形
骸
化
し
て
い
る
状
況
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

(25
)
た
と
え
ば
、
順
治

『
陽
山
県
志
』
巻

一
輿
地

・
風
俗
《
撞
》
に
、

　
(狸
)
原
係
広
西
狼
兵
。
天
順
間
、
奉
調
征
剃
、
就
此
生
聚
。

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
狼
兵
が
徴
発
さ
れ
、
後
に
そ
の
駐
屯
地
で

「撞
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
例
は
外
に

『皇
清
職
貢
図
』
巻
四
《
霊
山
県
撞
人
》

や
道
光

『連
山
緩
揺
庁
志
』
巻

一
総
志
、
等
に
も
見
出
さ
れ
る
。

(
26
)
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
諸
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(i
)
非
土
司
型
の
チ

ュ
ア
ン
族

の
か
な
り
の
部
分
が
元
～
明
代
に
湖
北
湖
南

・
貴
州
や
広
西
西
北
辺
境
地
帯
か
ら
来
住
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
多

く
の
小
規
模
集
団
に
よ
る
波
状
的
移
動
と
い
う
形
態
で
あ

っ
た
。
〔塚
田
、

一
九

八
五

a
〕
。

("n
)
元
代
以
前
に
も
チ
ュ
ア
ン
族

の
そ
れ
に
類
似
し
た
風
俗
が
広
西

に
お
い

て
見
ら
れ
た

(た
と
え
ば

「盤
」
や
干
欄
式
住
居
等
)
。
そ
れ
ら
は
史
料
上
、

「撞
」
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
点
で
取
扱

い
に
注
意
を
要
す
る
が
、
し
か
し
少

な
く
と
も
チ

ュ
ア
ン
族
と
は
全
く
関
係
が
な
か

っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。

(…皿
)　
「狼
」
、
お
よ
び
歴
史
上

「
濃
」

・

「玲
」
等
と
称
さ
れ
た
集
団
は
新

中
国
の
成
立
以
降
、
チ

ュ
ア
ン
族
に
帰
属
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

《
W
)
現
在
、
チ
ュ
ア
ン
族
に
は

「布
壮
」

・

「布
土
」

・

「布
儂
」
等
、
地

域
に
よ
り
異
な
る
二
十
種
類
鯨
も
の
自
称
が
あ
る

〔中
国
少
数
民
族
編
輯
組

(編
)
、

一
九
八
二
〕
。

(27
)
土
司
は

一
種
の
複
合
民
族
社
会
で
あ
り
、
ヤ
オ
族
や
ミ
ャ
オ
族
等
の
民

族
も
被
支
配
者
層
の
中
に
含
ま
れ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
広
西
の
土
司
の
来
歴
に
つ
い
て
、
左

・
右
江
流
域
の
黄
氏
や
儂
氏
は

唐
代
に
、
寄
氏
や
李
氏
は
宋
代
に
史
料

に
登
場
す
る

〔河
原
、

一
九
四
四
〕

.

〔塚
田
、

一
九
八
三
〕
。
ま
た
南
丹
州
の
土
司
莫
氏
は
宋
初

に
見
出
さ
れ
る

(
『文
献
通
考
』
巻
三
三

一
)
。
各
土
司
の
も
と
に
は
そ
の
祖
先
が
十

一
世
紀

半
、
儂
智
高

の
蜂
起
の
討
伐

の
際

に
山
東
等
の
地
か
ら
広
西

へ
従
軍
し
て
来
た

と
い
う
伝
承
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
河
原
正
博
氏
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

作
偽
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

〔河
原
、

一
九
四
四
〕
。

(28
)
楊
錫
絨

『
四
知
堂
文
集
』
巻
四
《
請
造
報
土
司
収
成
分
数
疎
》

(乾
隆

七
年
)
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　む　　む

　
　
蓋
土
司
分
布
沿
辺
、
世
守
其
地
、
自
治
其
民
。
賦
税
之
徴
、
比
流
州
県
、

　
　

　　
む　
　　
む　
む　
　

　
　

不
過
十
分
之

一
。
亦
無
倉
貯
積
穀
。
原
係
以
土
治
土
、
与
為
羅
魔
之
意
。

と
あ
る
。
そ
の
上
そ
れ
は
屡
々
、
土
官
が
滞
納
し
、
ま
た
軍
事
徴
発
と
の
交
換

条
件
等
の
理
由
で
免
除
さ
れ
た

(た
と
え
ば

『明
実
録
』
の
正
統
十

一
年
十

一

月
、
景
泰
元
年
四
月
辛
卯
、
同
四
年
六
月
癸
卯
、
同
五
年
十

一
月
癸
卯
の
各
条
).

(29
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
岡
野
昌
子
氏
は
、
明
代
の
土
官
の
任
務
は
明
朝
に

対
し
て
賦
役
と
兵
役
と
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
が
、
特
に
明
中
期
以
後
、

兵
役
負
担
に
そ
の
重
点
が
お
か
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

〔岡
野
、

一
九
六

七
〕
。
な
お
、
岡
野
氏
も
論
及
し
て
い
る
が
、
土
官
に
は
こ
れ
ら
の
義
務
の
外

に
三
年
に

一
度
の
朝
貢
の
義
務
を
も
負
担
し
て
い
た
。

(
30
)　
「其
の
兵
は
最
強
」
　
(
⑭
)
、

「
(蜂
起
し
た
)
チ

ュ
ア
ン
族
が
畏
服

す
る
の
は
狼
兵
の
み
で
あ
る
」
　
(
『
明
穆
宗
実
録
』
巻
四
二
、
隆
慶
四
年
二
月

癸
丑
条
、
般
従
倹
の
上
言
)
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
な
お
、
狼
兵
の
徴

発
の
起
源
と
背
景
、
狼
田
の
支
給
等
に
つ
い
て
は

〔羅
香
林
、

一
九
三
七
〕
に

検
討
さ
れ
て
い
る
。

(
31
)　
『輿
西
…叢
載
』

巻
二
四
《
広
西
土

官
》
所
引
の
謝
肇
網
《
百
鯉
風
土

記
》
に
、
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諸
土
司
惟
田
州

・
洒
城
最
強
、
南
丹
次
之
。　

(中
略
)
次
則
東
蘭

・
那
地
。

　
　
皆
有
精
兵
。
其
他
微
小
。

と
あ
り
、
特
に
右
江
流
域
な
い
し
右

江
以
北
の
土
官
が
強
力
な
軍
隊
を
擁
し
て

い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

(
32
)
李
楽

『見
聞
雑
記
』
　
(万
暦

二
十
九
年
序
)
巻
七
に
、

　
　
広
西
左
江
兵
、
不
可
用
。
可
調
惟
右
江
土
官
、
喜
於
見
調
兵
。
人
日
米

一

　
　
升
、
計
価
月
可

一
銭
、
倶
為
土
官
所
得
、
兵
自
斎
糧
。

と
あ
る
。

(33
)
嘉
靖
三
十
三
年

(
1
5
5
4
)
、
江
漸

の
海
憲

の
討
伐

に
際
し
て
田
州

土
官
寄
大
寿
の
母

・
瓦
氏
が
自
ら
狼
兵
を
率

い
て
出
征
し
活
躍
し
た
こ
と
は
そ

の
好
例
で
あ
る
。
な
お
、
瓦
氏
の
事
績
に
つ
い
て
は

〔谷
口
房
男
、

一
九
八
三
〕

が
参
考
と
な
る
。

(34
)
弘
治
か
ら
嘉
靖
年
間
に
か
け

て
田
州

・
思
恩

・
洒
城
州
等
の
寄
姓
土
官

の
間
で
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
闘
争
は

、
そ
の
代
表
的
な
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
闘
争
の
経
過
に
つ
い
て
は

〔谷
口
、

一
九
八
二
〕
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
い

る
。(35

)
こ
の
よ
う
な
支
配
体
制
の
土
台
は
す
で
に
南
宋
初
期
に
は
成
立
し
て
い

た

〔塚
田
、

一
九
八
三
〕
。

　

な
お
、
当
時
の
広
西
の
土
官
は
屡
々
、
春
秋

・
戦
国
の
諸
侯
に
比
喩
さ
れ
る
。

⑱
の
外
に
も
、
⑱
で
は
そ
の
地
位

の
世
襲
か
ら
、
⑪
で
は
度
重
な
る
相
続
争
い

や
隣
封
と
の
戦
争
の
点
か
ら
喩
え
ら
れ
て
い
る
。

(36
)
⑨
で
は
土
目
に
罪
が
あ
れ
ば
土
官
が
こ
れ
を
殺
鐵
す
る
ほ
ど
の
強
権
を

行
使
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が

、
実
際
に
は
土
目
が
土
官
を
殺
し
椀
偏
政

権
を
立

て
た
り
、
或
は
土
官

の
相
続
争
い
に
関
与
し
た
り
、
状
況
に
応
じ
て
様

々
な
場
合
が
見
ら
れ
た
。

　
(37
)
な
お
、
土
官
は
漢
文
化
の
外

に
中
国
王
朝
の
政
治
機
構
を
も
取
り
入
れ

　
　
　
　

〔参
　
考
　
文
　
献
〕

稲
田
清

一

　

一
九
八
八

「
太
平
天
国
期

の
チ
ワ
ン
族
反
乱
と
そ
の
背
景
ー

広
西
省
横
州

・

　
　
　
　
永
淳
県
の
場
合
1

」　
『史
林
』
七
十

一
ノ

一

岡
野
昌
子

　

一
九
六
七

「
明
代
土
司
制
度
考
」　
『
待
兼
山
論
叢
』
創
刊
号

河
原
正
博

　

一
九
四
四

「広
西
蛮
酋
の
始
遷
祖

に
就

い
て
ー

左

・
右
江
流
域
を
中
心
と

　
　
　
　
し
て
-

」　
『南
亜
細
亜
学
報
』
二

国
家
民
委
民
族
問
題
五
種
叢
書
編
集
委
員
会
《
中
国
少
数
民
族
》
編
写
組
(編
)

　

一
九
八

一
『中
国
少
数
民
族
』
人
民
出
版
社

谷
口
房
男

　

一
九
八
二

「
思
恩
田
州
叛
乱
始
末
記
i

明
代
中
期
広
西
右
江
流
域
に
お
け

　
　
　
　
る
土
官

・
土
目
の
叛
乱
と
改
土
為
流
ー

」　
『史
苑
』
四
三
ノ

一
・

　
　
　
　
二

　

一
九
八
三

「嘉
靖
海
冠
反
乱
掃
討
と
瓦
氏
夫
人
」
『東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
』

　
　
　
　
三
七

ノ
九

章
国
生

・
梁
庭
望

・
卑
星
朗

　

一
九
八
四

『壮
族
』
〈
民
族
知
識
叢
書
〉
　

民
族
出
版
社

塚
田
誠
之

　

一
九
八
三

「唐
宋
時
代
に
お
け
る
華
南
少
数
民
族

の
動
向
i

左

・
右
江
流

　
　
　
　
域
を
中
心
に
ー

」
　
『史
学
雑
誌
』
九
十
ニ
ノ
三

　

一
九
八
五

a

「
明
代
に
お
け
る
壮

(
N
げ
口
鋤
コひq
)
族

の
移
住
と
生
態
-

明

た
。
た
と
え
ば
、
太
平
土
州
の
衙
門
に
は
吏
戸
礼
兵
刑
工
の
六
房
が
設
置
さ
れ

て
い
た

〔輩
国
生
等
、

一
九
八
四
〕
。
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清
時
代
壮
族
史
研
究

(
一
)
i

」　
『
北
大
史
学
』
二
十
五

一
九
八
五
b

「
明
清
時
代
に
お
け
る
壮

(
N巨
碧
σq
)
族
の
佃
農
化
に
関
す

　
　
　
る

一
考
察
ー

明
清
時
代
壮
族
史
研
究

(二
)
ー

」　
『東
洋
学
報
』

　
　
　
六
十
七

ノ

一
・
二

一
九
八
七

「明
清
時
代
に
お
け
る
壮

(
N
巨
雪
σq
)
族
統
治
体
制
-

明
清

　
　
　
時
代
壮
族
史
研
究

(
三
)
ー

」　
『北
大
史
学
』
二
十
七

一
九
八
八

「
チ
ュ
ア
ン
族
と
漢
族
と

の
通
婚

に
関
す
る
史
的
考
察
i

十
七

　
　
世
紀
末
～
二
十
世
紀
初
を
中
心

に
ー
-

　
『民
博
通
信
』
四
十
三

羅
香
林

　
　
一
九
三
七

「
狼
兵
狼
田
考
」
　
『広
州
学
報
』

一
ノ
ニ

梁
庭
望

(編
)

　
　
一
九
八
七

『壮
族
風
俗
志
』
〈
民
族
文
庫
〉
中
央
民
族
学
院
出
版
社
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